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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【他施設と共用する設備の設工認書類の扱いについて】 

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続きガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

２）設備及び機器等の記載

＜中略＞ 

また、兼用するもの（複数の設

備の機能を持ったものをい

う。）、共用するものがある場合

には、主たる機能に関係する設備

の区分で機器等を記載し、その他

の機能に関係する設備の区分にお

いては、主たる機能に関係する設

備の区分と機器等の名称及び構成

等を記載することで機能を有する

範囲を明確にすれば、必ずしもそ

れぞれの設備区分で同じ記載をす

る必要はないものとする。ただ

し、設備区分によって記載すべき

機器等の仕様等が異なる場合に

は、関係する設備区分での記載を

網羅する必要があり、どの区分に

対応した記載内容かを付記するも

のとする。 

８ 他施設と共用する設備の設工認書類の扱いについて 

1. 要旨

他施設と共用する設備の設工認書類への記載方針について以下に纏める。

2. 記載方法

2.1 仕様表への記載

「共用設備」の名称，仕様等の表記方法については，「２ 設工認申請における仕様表の作

成要領」に従う。 

2.2 基本設計方針への記載 

(1) 「仕様表対象設備」を「基本設計方針」へ記載する場合の表記方法は「２ 設工認申請にお

ける仕様表の作成要領」に従う。

（例：再処理施設設工認） 

他施設と共用する設備を基本設計方針に記載する場合 

「●●ポンプ（廃棄物管理施設，MOX燃料加工施設と共用）」 

(2) 「基本設計方針にのみ記載する設備」は，仕様表と記載を整合させるため，原則として，仕

様表の記載ルールに従う。具体的な記載ルールは以下のとおり。

a. 「常設設備」の記載について

設備名称のあとに「（再処理施設，廃棄物管理施設，ウラン濃縮施設，廃棄物埋設施設，MOX

燃料加工施設（以下「再処理施設等」という。）と共用）」と記載する。

さらに，申請する施設と設備を設置している施設が異なる場合は，設置場所を明確化するた

めに「（再処理施設等と共用，●●建屋，●●エリアに設置）」と記載する。 

※設置場所の記載については、表形式等でも可とする。

b. 可搬型設備の記載について

設備名称のあとに「（再処理施設等と共用）」と記載する。

さらに，保管場所を明確化するために設備を保管する場所を記載する。 

※保管場所の記載については、表形式等でも可とする。

【基本的な記載パターン】 

設備名称（再処理施設等と共用，●●建屋，●●エリアに保管） 

「共用する施設」 「設備を保管する場所」 

８ 共用設備の工認書類の扱いについて 

1. 要旨

共用設備の工認書類への記載方針について以下に纏める。

2. 記載方法

2.1 要目表への記載

「共用設備」の名称，仕様等の表記方法については，「２ 工事計画認可申請における要目

表の作成要領」に従う。 

2.2 基本設計方針への記載 

(1) 「要目表対象設備」を「基本設計方針」へ記載する場合の表記方法は「２ 工事計画認可申請

における要目表の作成要領」に従う。

（例） 

東海，東海第二発電所共用の設備を基本設計方針に記載する場合 

「●●ポンプ（東海，東海第二発電所共用）」 

(2) 「基本設計方針にのみ記載する設備」は，要目表と記載を整合させるため，原則として，要

目表の記載ルールに従う。具体的な記載ルールは以下のとおり。

a. 「常設設備」の記載について

（a） 東海第二発電所常設設備の場合は，「（東海，東海第二発電所共用）」と記載する。

さらに，申請する発電所と設備を設置している発電所が異なる場合は，設置場所を明確

化するために「（東海，東海第二発電所共用，東海●●発電所に設置）」と記載する。 

b. 可搬型設備の記載について

東海第二発電所可搬型設備の場合は，「（東海，東海第二発電所共用）」と記載する。

さらに，保管場所を明確化するために設備を保管する発電所を記載する。 

【基本的な記載パターン】 

可搬型計測器（東海，東海第二発電所共用，東海●●発電所に保管） 

「共用する発電所」 「設備を保管する発電所」 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【他施設と共用する設備の設工認書類の扱いについて】 

＜比較検討＞ 

全社 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

(3) 文章中に同じ設備が複数回登場する場合の記載について

a. 文章中に同じ設備が複数回登場するものについては，「初めて」文章中に登場した箇所に

のみ「共用」の記載をし，その後の文章に登場する箇所については「共用」の記載を行わ

ない。

また，初めて登場する「共用」の記載には「（以下同じ。）」を付記して，それ以降の

文章では「再処理施設等と共用」の記載が繰り返し登場しないことを示す。なお，この

「繰り返し登場しないこと」を示す記載は，施設単位で有効とする。 

（例：再処理施設設工認） 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備

△△容器（MOX燃料加工施設と共用（以下同じ。））は，…

(4) 識別のために記載する特殊な例

a. 設備仕様を明確にするための情報（個数，計測範囲等）等を記載する必要があるものは，

それらの情報を「共用」の後に記載する。

（例：再処理施設設工認） 

△△発電機（「MOX燃料加工施設と共用，●●建屋,●●エリアに保管」

（個数△（予備▲），計測範囲***～*** mSv/h））

2.3 適用基準及び適用規格 

適用基準及び適用規格については，各施設に適用する基準及び規格を記載する。 

2.4 設計及び工事の方法に係る品質マネジメントシステムに関する事項（再処理特有） 

設計及び工事に関する事項であり，再処理施設本体，使用済燃料の受入及び貯蔵施設共用である

設備は，再処理施設本体の設計及び工事の方法に係る品質マネジメントシステムに関する事項を

記載する。 

2.5 添付書類 

添付書類への「共用設備」の表記方法は，原則として，仕様表及び基本設計方針と同じ記載方法

とする。 

但し，設備が設置される建屋（基礎含む）や配置に評価が依存する「主要な〇〇施設の耐震性に

関する説明書」及び「安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に

関する説明書」については，「共用」の有無によって評価結果が左右されないことから，資料中

に登場する設備名称に「共用」の記載は行わないものとする。 

3. 添付図面の添付方針について

添付図面に記載する発電所は，本文（仕様表，基本設計方針）を参考に記載する。

3.1 各施設の個別図面について

・仕様表に記載する設備の添付図面の添付方針は，「７設工認申請における添付図面の作成要

領」に従うものとする。

(3) 文章中に同じ設備が複数回登場する場合の記載について

a. 文章中に同じ設備が複数回登場するものについては，「初めて」文章中に登場した箇所に

のみ「共用」の記載をし，その後の文章に登場する箇所については「共用」の記載を行わ

ない。

また，初めて登場する「共用」の記載には「（以下同じ。）」を付記して，それ以降の

文章では「共用」の記載が繰り返し登場しないことを示す。なお，この「繰り返し登場し

ないこと」を示す記載は，施設単位で有効とする。 

（例）原子炉冷却系統施設 

△△ポンプ（東海，東海第二発電所共用（以下同じ。））は，□□として使用する。なお，

△△ポンプの設置数は…

(4) 識別のために記載する特殊な例

a. 設備仕様を明確にするための情報（個数，計測範囲等）等を記載する必要があるものは，

それらの情報を「共用」の後に記載する。

（例） 

可搬型計測器（「東海，東海第二発電所共用，東海●●発電所に保管」（個数△（予備

▲），計測範囲***～*** mSv/h））

2.3 適用基準及び適用規格 

適用基準及び適用規格については，東海，東海第二発電所共用であることを踏まえて，東海，東

海第二発電所共用設備に適用する基準／規格は，東海第二発電所で同じ基準及び規格を記載す

る。 

2.4 設計及び工事の品質管理に係わる方法等に関する事項 

設計及び工事に関する事項であり，東海，東海第二発電所共用である設備は，東海第二発電所の

設計及び工事の品質管理に係る方法等に関する事項を記載する。 

2.5 添付書類 

添付書類への「共用設備」の表記方法は，原則として，要目表及び基本設計方針と同じ記載方法

とする。 

但し，設備が設置される建屋（基礎含む）や配置に評価が依存する「Ｖ-2 耐震性に関する説明

書」及び「Ｖ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関

する説明書」については，「共用」の有無によって評価結果が左右されないことから，資料中に

登場する設備名称に「共用」の記載は行わないものとする。 

3. 添付図面の添付方針について

添付図面に記載する発電所は，本文（要目表，基本設計方針）を参考に記載する。

3.1 各施設の個別図面について

・要目表に記載する設備の添付図面の添付方針は，「７ 工事計画認可申請における添付図面の

作成要領」に従うものとする。


